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健発第０６２１００１号

老発第０６２１００１号

保発第０６２１００１号

平成１８年６月２１日

各都道府県知事

殿

各 政 令 市 長

厚生労働省健康局長

厚生労働省老健局長

厚生労働省保険局長

健康保険法等の一部を改正する法律の施行について

健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号 （以下「法」という ）） 。

、 。が平成１８年６月２１日に公布され 同日以降順次施行されることとされたところである

これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十

分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

記

第一 改正の趣旨

医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するため、医療費適正化

の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編・統合等の措置を講ずる
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こと。

第二 改正の主な内容

第１ 健康保険法の一部改正（平成１８年１０月１日施行）

一 保険給付に関する事項

１ 入院時生活療養費に関する事項

介護保険との均衡の観点から、療養病床に入院する７０歳以上の者（以下「特

定長期入院被保険者」という ）の生活療養（食事療養並びに温度、照明及び給。

水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう ）に要した費用について、。

保険給付として入院時生活療養費を支給すること。

入院時生活療養費の額は、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定

した額から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況等を勘案して厚生労

働大臣が定める生活療養標準負担額（所得の状況、病状の程度、治療の内容その

他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に軽減して定める

額）を控除した額とすること （健康保険法第８５条の２第１項及び第２項並び。

に第１３０条の２第１項関係）

２ 保険外併用療養費に関する事項

特定療養費を廃止し、保険給付として保険外併用療養費を支給すること。保険

外併用療養費は、評価療養（厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養

その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適

正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生

労働大臣が定めるものをいう ）又は選定療養（被保険者の選定に係る特別の病。

室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養をいう ）を受けたときに支給する。

こと （健康保険法第８６条等関係）。

３ 一部負担金に関する事項

(1) 世代間の負担の公平化等の観点から、一定以上の報酬（現役並みの所得）を

有する７０歳以上の者について、療養の給付に係る一部負担金の割合を３割と

すること。７０歳以上の被扶養者の自己負担割合についても同様の取扱いとす

ること （健康保険法第７４条第１項第３号、第１１０条第２項第１号ニ及び。

第１４５条第２項第１号関係）

(2) 国民健康保険等との均衡の観点から、災害等の際の一部負担金の減免等をで

きることとすること （健康保険法第７５条の２及び第１１０条の２関係）。

４ 埋葬料及び家族埋葬料に関する事項

現金給付について給付の重点化を図る観点から、埋葬料及び家族埋葬料の額に

ついて、国民健康保険との均衡等を考慮し、政令で定める定額の金額（５万円を

予定）とすること （健康保険法第１００条及び第１３６条関係）。

二 保険医療機関等の指定等に関する事項

１ 保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し等の要件に、開設者又は管理者が、

健康保険法その他国民の保健医療に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ
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たとき又は禁錮以上の刑に処せられたとき等を追加すること （健康保険法第８。

０条等関係）

２ 保険医又は保険薬剤師の登録の取消し等の要件に、保険医又は保険薬剤師が、

健康保険法その他国民の保健医療に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ

たとき又は禁錮以上の刑に処せられたとき等を追加すること （健康保険法第８。

１条等関係）

三 健康保険組合に関する事項

１ 特定健康保険組合制度における特例退職被保険者については、強制加入が原

則の被用者保険において特例的に本人の選択による任意加入が認められている

ことを踏まえ、保険料の滞納があった場合、任意継続被保険者同様、特例退職

被保険者の資格を喪失させること （健康保険法附則第３条第６項関係）。

２ 同一都道府県の区域内にある指定健康保険組合等を含む合併後の健康保険組

合は、地域型健康保険組合として、合併が行われた日の属する年度及びこれに

続く５ヶ年度に限り、厚生労働大臣の認可を受け、不均一の一般保険料率を設

定することができるものとすること （健康保険法附則第３条の２関係）。

四 埋葬料に関する経過措置

埋葬料に係る改正後の規定は、死亡日が平成１８年１０月１日以後の者について

適用し、死亡日が平成１８年１０月１日前である者については、従前の例によるこ

と （法附則第６条関係）。

第２ 健康保険法の一部改正（平成１９年４月１日施行）

一 標準報酬及び標準賞与に関する事項

１ 現行の標準報酬月額の最高等級及び最低等級について、その上下の等級と比べ

、 、て多くの被保険者が該当していること等を踏まえ 上下にそれぞれ４等級追加し

上限を１２１万円、下限を５万８０００円の全４７等級とすること （健康保険。

法第４０条第１項関係）

２ 保険料の賦課対象となる標準賞与額の上限額について、負担の公平性の観点か

ら、現行の１回につき２００万円を改め、年度の賞与の累計額が５４０万円とす

ること （健康保険法第４５条第１項関係）。

二 保険給付に関する事項

１ 総報酬制の導入により、賞与についても月収と同率の料率が賦課されているこ

と等を踏まえ、傷病手当金及び出産手当金の額について、標準報酬日額の６割に

相当する額から賃金に賞与を反映した額である標準報酬日額の３分の２に相当す

る額とすること （健康保険法第９９条第１項及び第１０２条関係）。

２ 傷病又は産休中労務に服せない期間の所得保障という本来の目的等を踏まえ、

傷病手当金及び出産手当金の支給対象から任意継続被保険者を除くとともに、資

格喪失後６ヶ月以内に出産した者に対する出産手当金の支給を廃止すること 健。（

康保険法第９９条第１項、第１０２条及び第１０６条関係）

三 審査支払の委託に関する事項

被用者保険及び国民健康保険それぞれの保険者が社会保険診療報酬支払基金及び
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各都道府県国民健康保険団体連合会のいずれに対しても、レセプトの審査及び支払

に関する事務を委託することが可能となるよう、療養の給付に関する費用の審査支

払事務について保険者が委託できる者に、都道府県国民健康保険団体連合会を追加

すること （健康保険法第７６条第５項関係）。

四 経過措置

１ 傷病手当金に関する事項

(1) 平成１９年４月１日前までの傷病手当金の額は、標準報酬日額の６割に相当

する額とすること （法附則第９条第１項関係）。

(2) 平成１９年４月１日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受

けるべき者である任意継続被保険者については、平成１９年４月１日以後も傷

病手当金を支給することとし、支給事由が生じた後に任意継続被保険者となっ

た者については、その額は、標準報酬日額の３分の２に相当する額とし、支給

事由が生じた際に任意継続被保険者であった者については、その額は、標準報

。（ ）酬日額の６割に相当する額とすること 法附則第９条第２項及び第３項関係

２ 出産手当金に関する事項

(1）(2）に該当する者以外のものについては１と同様の措置を講ずること （法。

附則第１０条関係）

(2）平成１９年４月１日の前日において改正前の健康保険法第１０６条の規定に

よる資格喪失後６ヶ月以内に出産した者に対する出産手当金の支給を受けてい

た者又は受けるべき者については、平成１９年４月１日以後も出産手当金を支

給することとし その額は 標準報酬日額の６割に相当する額とすること 法、 、 。（

附則第１０条第３項関係）

第３ 健康保険法の一部改正（平成２０年４月１日施行）

一 被保険者及び被扶養者に関する事項

健康保険の被保険者及び被扶養者から後期高齢者医療の被保険者等を除くこと。

（健康保険法第３条関係）

二 保険給付に関する事項

１ 入院時生活療養費に関する事項

新たな高齢者医療制度の創設に併せ、入院時生活療養費を支給する特定長期入

院被保険者を６５歳以上とすること （健康保険法第６３条第２項及び第１３０。

条第１項関係）

２ 一部負担金に関する事項

(1) 新たな高齢者医療制度の創設等を踏まえ、７０歳以上の被保険者（一定以上

の報酬を有する者を除く ）の療養の給付に係る一部負担金の割合を２割とす。

ること。また、７０歳以上のその被扶養者の自己負担割合についても同様とす

ること （健康保険法第７４条第１項第２号、第１１０条第２項第１号ハ及び。

第１４５条第４項関係）

(2) 少子化対策の観点から、現行の３歳未満から６歳に達する日以後の最初の３

（ ） 。月３１日以前 義務教育就学前 の被扶養者の自己負担割合を２割とすること
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（健康保険法第１１０条第２項第１号ロ及び第１４５条第３項関係）

３ 療養の給付に係る一部負担金等の額及び介護保険の利用者負担額（それぞれ高

額療養費又は高額介護サービス費若しくは高額介護予防サービス費が支給される

場合には当該支給額を控除して得た額）の合計額が著しく高額である場合の負担

の軽減を図る観点から、高額介護合算療養費を支給すること （健康保険法第１。

１５条の２関係）

三 特定健康診査等への補助に関する事項

、 。国庫は 特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができること

（健康保険法第１５４条の２関係）

四 保険料に関する事項

１ 保険料を充てる健康保険事業に要する費用に、高齢者の医療の確保に関する法

律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、退職者給付拠出金及

び病床転換支援金等を含めること （健康保険法第１５５条、附則第４条の３及。

び附則第４条の４関係）

２ 保険料について保険者が納付すべき額を明確にする等の観点から、一般保険料

率は、基本保険料率と特定保険料率を合算した率とし、特定保険料率は、各年度

において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、退職者

給付拠出金及び病床転換支援金等の額を被保険者の標準報酬月額及び標準賞与の

総額の合算額の見込額で除した額を基準として保険者が定めること （健康保険。

法第１５６条第１項、第１６０条第１１項、附則第４条の３及び附則第４条の４

関係）

３ 特定健康診査及び特定保健指導の義務化を踏まえ、健康保険組合が管掌する健

康保険の一般保険料率の上限を１０００分の９５から１０００分の１００に引き

上げること （健康保険法第１６０条第９項関係）。

五 その他

１ 特定健康診査及び特定保健指導の義務化等を踏まえ、保険者の役職員は、健康

保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならないこ

ととし、違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰

金に処すること （健康保険法第１９９条の２及び第２０７条の２関係）。

２ 老人保健法の一部改正に伴う規定の整備を行うこと。

第４ 健康保険法の一部改正（平成２０年１０月１日施行。ただし、四の１及び２は、

平成１８年１０月１日施行）

保険者一

１ 健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行う保険者として

全国健康保険協会を設けること （健康保険法第５条第１項及び第７条の２第１。

項関係）

２ 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の

資格の得喪の確認、標準報酬月額等の決定及び保険料の徴収（任意継続被保険者
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に係るものを除く ）は、社会保険庁長官が行うこと （健康保険法第５条第２項。 。

関係）

二 全国健康保険協会

１ 業務等

(1) 全国健康保険協会（以下「協会」という ）は、保険給付、保健事業等の業。

務を行うこと （健康保険法第７条の２第２項関係）。

(2) 協会は 従たる事務所 以下 支部 という を各都道府県に置くこと 健、 （ 「 」 。） 。（

康保険法第７条の４第１項関係）

２ 役員等

(1) 協会に役員として 理事長１人 理事５人以内及び監事２人を置くこと 健、 、 。（

康保険法第７条の９関係）

(2) 理事長及び監事は厚生労働大臣が任命すること。理事は理事長が任命するこ

と （健康保険法第７条の１１関係）。

(3) 協会の役員及び職員に秘密保持義務を課すること （健康保険法第７条の３。

７関係）

(4) その他役員等に関して所要の規定を整備すること。

３ 運営委員会等

、 、(1) 事業主及び被保険者の意見を反映させ 協会の業務の適正な運営を図るため

協会に運営委員会を置くこと。運営委員会の委員は、９人以内とし、事業主、

被保険者及び学識経験者のうちから各同数を厚生労働大臣が任命すること 健。（

康保険法第７条の１８関係）

(2) 定款の変更、事業計画並びに予算及び決算等は運営委員会の議を経なければ

ならないこと （健康保険法第７条の１９関係）。

(3) 協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部

ごとに評議会を設けること （健康保険法第７条の２１第１項関係）。

４ 事業計画等

(1) 協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、厚生労働大臣の認可を受

けなければならないこと （健康保険法第７条の２７関係）。

(2) 協会は、毎事業年度、支部ごとの財務及び事業の状況を記載した財務諸表等

を作成し、監事及び会計監査人の意見を付けて、厚生労働大臣に提出し、その

承認を受けなければならないこと （健康保険法第７条の２８関係）。

(3) 厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について評価を行わなければな

らないこと （健康保険法第７条の３０関係）。

三 費用の負担

１ 保険料等の交付

政府は、協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、社

会保険庁長官が徴収した保険料等の額から社会保険庁長官の事務の執行に要する

費用に相当する額（当該費用に係る国庫負担金の額を除く ）を控除した額を交。

付すること （健康保険法第１５５条の２関係）。

２ 保険料
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(1) 協会が管掌する健康保険の一般保険料率は、１０００分の３０から１０００

分の１００までの範囲内において、支部被保険者（支部の都道府県に所在する

適用事業所に使用される被保険者等をいう。以下同じ ）を単位として協会が。

決定し、厚生労働大臣の認可を受けること （健康保険法第１６０条第１項及。

び第８項関係）

(2) 都道府県単位保険料率（(1)により支部被保険者を単位として協会が決定す

る保険料率をいう。以下同じ ）は、療養の給付等に要する費用、前期高齢者。

納付金、後期高齢者支援金、保健事業に要する費用等に照らし、毎事業年度に

おいて財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定す

ること （健康保険法第１６０条第３項関係）。

(3) 協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢分布の状況及び総報酬額の状

況の差異によって生ずる負担及び財政力の不均衡を是正するため、各支部被保

険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うこと （健康保険法第１６０条。

第４項関係）

(4) 協会は、２年ごとに、翌事業年度以降の５年間についての健康保険事業の収

支の見通しを作成し、公表するものとすること （健康保険法第１６０条第５。

項関係）

(5) 協会が、都道府県単位保険料率を変更する場合には、理事長は支部長の意見

を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならないこと （健康保険法第１。

６０条第６項関係）

(6) 協会は、成立後１年以内に都道府県単位保険料率を決定するものとし、それ

までの間は従前の政府管掌健康保険の一般保険料率を適用すること （法附則。

第２９条関係）

(7) 都道府県単位保険料率のうち、従前の政府管掌健康保険の一般保険料率との

差が政令で定める基準を上回るものがある場合には、協会の成立の日から５年

間に限り、政令で定めるところにより、都道府県単位保険料率の調整を行うこ

と （法附則第３１条関係）。

３ 準備金

保険者は、政令で定めるところにより、毎事業年度末において、準備金を積み

立てなければならないこと （健康保険法第１６０条の２関係）。

四 協会の設立

１ 厚生労働大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させるこ

と （法附則第１３条第１項関係）。

２ 設立委員は、定款、事業計画及び予算を作成し、厚生労働大臣の認可を受ける

ほか、協会の職員の労働条件及び採用基準を定めること。設立委員は、社会保険

庁長官を通じ、その職員に対し、協会の職員の募集を行うこと （法附則第１５。

条等関係）

３ 協会の成立の際、健康保険事業に関し国が有する権利及び義務は、政令で定め

るものを除き、協会が承継すること （法附則第１８条第１項関係）。
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第５ 老人保健法の一部改正（平成１８年１０月１日施行）

一 保険給付に関して、健康保険法と同様の改正を行うこと （老人保健法第１７条。

第２項等関係）

二 老人が医療を受ける際の一部負担金について、一定以上の所得を有する者の負担

割合を３割とすること （老人保健法第２８条第１項関係）。

第６ 老人保健法の一部改正（平成２０年４月１日施行）

一 題名を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改めること。

二 総則

１ 目的

この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適

正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措

、 、 、置を講ずるとともに 高齢者の医療について 国民の共同連帯の理念等に基づき

前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の

給付等を行うための必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉

の増進を図ることを目的とすること （高齢者の医療の確保に関する法律第１条。

関係）

２ 国の責務に、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取

組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の

措置を講ずることを追加すること （高齢者の医療の確保に関する法律第３条関。

係）

三 医療費適正化の推進

１ 医療費適正化計画等

(1) 医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画

、 、ア 厚生労働大臣は 国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から

医療に要する費用の適正化（以下「医療費適正化」という ）を総合的かつ。

計画的に推進するため、医療費適正化基本方針を定めるとともに、５年ごと

に ５年を一期として 全国医療費適正化計画を定めるものとすること 高、 、 。（

齢者の医療の確保に関する法律第８条第１項関係）

イ 医療費適正化基本方針においては、都道府県医療費適正化計画において定

めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の計画の作成に当たって指針とな

るべき基本的事項等を定めること （高齢者の医療の確保に関する法律第８。

条第２項関係）

ウ 医療費適正化基本方針は、医療法に規定する基本方針、介護保険法に規定

する基本指針及び健康増進法に規定する基本方針と調和が保たれたものでな

。（ ）ければならないこと 高齢者の医療の確保に関する法律第８条第３項関係

エ 全国計画においては、国民の健康の保持の推進に関し国が達成すべき目標

に関する事項、医療の効率的な提供の推進に関し国が達成すべき目標に関す

る事項等を定めること （高齢者の医療の確保に関する法律第８条第４項関。

係）
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(2) 都道府県医療費適正化計画

ア 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、５年ごとに、５年を一期と

して、都道府県医療費適正化計画を定めるものとすること （高齢者の医療。

の確保に関する法律第９条第１項）

イ 都道府県計画においては、住民の健康の保持の推進に関し当該都道府県に

おいて達成すべき目標に関する事項、医療の効率的な提供の推進に関し当該

都道府県において達成すべき目標に関する事項等を定めること （高齢者の。

医療の確保に関する法律第９条第２項関係）

ウ 都道府県計画は、医療法に規定する医療計画、介護保険法に規定する都道

府県介護保険事業支援計画及び健康増進法に規定する都道府県健康増進計画

と調和が保たれたものでなければならないこと （高齢者の医療の確保に関。

する法律第９条第３項関係）

エ 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県計画の作成上必要な助言をす

ることができること （高齢者の医療の確保に関する法律第１０条関係）。

(3) 計画の評価

ア 都道府県及び厚生労働大臣は、都道府県計画又は全国計画の作成年度の翌

々年度において、計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を

公表すること （高齢者の医療の確保に関する法律第１１条第１項及び第２。

項関係）

イ 都道府県は、都道府県計画の期間の終了の翌年度において、計画に掲げる

目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、計画の実

績に関する評価を行うこと。都道府県は、この評価を行ったときは、内容を

厚生労働大臣に報告するとともに、公表すること （高齢者の医療の確保に。

関する法律第１２条第１項及び第２項関係）

ウ 厚生労働大臣は、全国計画の期間の終了の翌年度において、当該計画に掲

げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、全国

計画の実績に関する評価を行うとともに、関係都道府県の意見を聴いて、各

都道府県における都道府県計画の実績に関する評価を行い、公表すること。

（高齢者の医療の確保に関する法律第１２条第３項及び第４項関係）

(4) 診療報酬に係る意見の提出等

ア 都道府県は、(3)ア又はイの評価の結果、目標の達成のために必要がある

と認めるときは、厚生労働大臣に対し、診療報酬に関する意見を提出するこ

とができること。

厚生労働大臣は、都道府県から意見が提出されたときは、当該意見に配慮

して、診療報酬を定めるように努めなければならないこと （高齢者の医療。

の確保に関する法律第１３条第１項及び第２項関係）

イ 厚生労働大臣は、(3)ウの評価の結果、目標を達成し、医療費適正化の推

進のために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療

報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県間におい

て公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、
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他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができるこ

と。この場合に、関係都道府県知事に協議すること （高齢者の医療の確保。

に関する法律第１４条第１項及び第２項関係）

(5) 医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等

ア 厚生労働大臣は、全国計画及び都道府県計画の作成、実施及び評価に資す

るため、医療に要する費用に関する地域別、年齢別又は疾病別の状況及び医

療の提供に関する地域別の病床数の推移の状況等について調査及び分析を行

い、その結果を公表するものとすること。保険者及び後期高齢者医療広域連

合は、厚生労働大臣に対し、調査及び分析に必要な情報を提供しなければな

らないこと （高齢者の医療の確保に関する法律第１６条第１項及び第２項。

関係）

イ 厚生労働大臣は、アの調査及び分析に係る事務の一部を社会保険診療報酬

支払基金又は都道府県国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める

ものに委託することができること （高齢者の医療の確保に関する法律第１。

７条関係）

２ 特定健康診査等基本指針等

(1) 特定健康診査等基本指針

ア 厚生労働大臣は、特定健康診査（糖尿病その他の政令で定める生活習慣病

に関する健康診査をいう ）及び特定保健指導（特定健康診査の結果により。

健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導をいう ）の適切かつ有。

効な実施を図るための基本的な指針（以下「特定健康診査等基本指針」とい

。） 。（ ）う を定めること 高齢者の医療の確保に関する法律第１８条第１項関係

イ 特定健康診査等基本指針においては、特定健康診査及び特定保健指導（以

下「特定健康診査等」という ）の実施方法に関する基本的な事項並びに特。

定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項等を定め

ること （高齢者の医療の確保に関する法律第１８条第２項関係）。

ウ 特定健康診査等基本指針は、健康増進法の健康診査等指針と調和が保たれ

たものでなければならないこと （高齢者の医療の確保に関する法律第１８。

条第３項関係）

(2) 特定健康診査等実施計画

ア 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、５年ごとに、５年を一期と

、 （ 「 」して 特定健康診査等の実施に関する計画 以下 特定健康診査等実施計画

という ）を定めること （高齢者の医療の確保に関する法律第１９条第１項。 。

関係）

イ 特定健康診査等実施計画においては、特定健康診査等の具体的な実施方法

に関する事項並びに特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目

。（ ）標等を定めること 高齢者の医療の確保に関する法律第１９条第２項関係

(3) 特定健康診査等

、 、 、ア 保険者は 特定健康診査等実施計画に基づき ４０歳以上の加入者に対し

特定健康診査を行うものとすること。また、これに併せて、保健事業に関す
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。（ ）る規定を削除すること 高齢者の医療の確保に関する法律第２０条等関係

イ 保険者は、加入者が、労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定

健康診査に相当する健康診断を受けた場合は、特定健康診査の全部又は一部

を行ったものとすること （高齢者の医療の確保に関する法律第２１条第１。

項関係）

ウ 保険者は、特定健康診査を行ったときは、特定健康診査に関する記録を保

存しなければならないこと （高齢者の医療の確保に関する法律第２２条関。

係）

エ 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、特定保健指導を行うこと。

（高齢者の医療の確保に関する法律第２４条関係）

オ 保険者は、前期高齢者である加入者に対して特定健康診査等を実施するに

あたっては、前期高齢者の心身の特性を踏まえつつ、介護保険法に規定する

地域支援事業を実施する市町村との適切な連携を図るよう留意するととも

に、当該特定健康診査等が効率的に実施されるよう努めるものとすること。

（高齢者の医療の確保に関する法律第２９条関係）

四 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整

１ 各保険者の加入者数に占める前期高齢者数の割合に係る負担の不均衡を調整す

るため、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付すること （高齢者の医療の。

確保に関する法律第３２条第１項関係）

２ 前期高齢者交付金は、保険者から徴収する前期高齢者納付金をもって充てるこ

と （高齢者の医療の確保に関する法律第３２条第２項関係）。

３ その他前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整を行うため、概算前期高齢

者交付金の額、確定前期高齢者交付金の額、概算前期高齢者納付金の額及び確定

前期高齢者納付金の額の算定方法及びその決定手続等所要の規定を設けること。

（高齢者の医療の確保に関する法律第３３条～第４６条関係）

五 後期高齢者医療制度

１ 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うこ

と （高齢者の医療の確保に関する法律第４７条関係）。

２ 市町村は、後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当該

区域内のすべての市町村が加入する広域連合（ 後期高齢者医療広域連合」とい「

う ）を設けるものとすること。市町村は、平成１８年度の末日までに、広域連。

合を設けるものとすること （高齢者の医療の確保に関する法律第４８条及び附。

則第３６条関係）

３ 被保険者

次の者は、後期高齢者医療の被保険者とすること （高齢者の医療の確保に関。

する法律第５０条関係）

(1) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する７５歳以上の者

(2) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する６５歳以上７５歳未満の者

であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受けたもの

４ 給付

－26－



- -12

(1) 後期高齢者医療広域連合は、療養の給付、入院時食事療養費の支給及び入院

時生活療養費の支給等を行うこと （高齢者の医療の確保に関する法律第６４。

条、第７４条～第７８条、第８２条～第８６条関係）

(2) 療養の給付に係る一部負担金の割合について、１割とすること。ただし、一

定以上の所得を有する者は、３割とすること （高齢者の医療の確保に関する。

法律第６７条第１項関係）

(3) 療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の

額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の

意見を聴いて定めるものとすること （高齢者の医療の確保に関する法律第７。

１条第１項関係）

(4) その他給付に関して必要な規定を設けること。

５ 費用

(1) 国等の負担

ア 国は、後期高齢者医療の給付等に要する費用の額から一定以上の所得を有

する者に係る給付等に要する費用の額（ 特定費用の額」という ）を控除し「 。

た額（以下「負担対象額」という ）の１２分の３に相当する額を負担する。

こと （高齢者の医療の確保に関する法律第９３条第１項関係）。

イ 国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、後期高齢者医療広域連合に

対して調整交付金を交付することとし、その総額は負担対象額の見込み額の

１２分の１に相当する額とすること （高齢者の医療の確保に関する法律第。

９５条関係）

ウ 都道府県は、負担対象額の１２分の１に相当する額を負担すること （高。

齢者の医療の確保に関する法律第９６条第１項関係）

エ 市町村は、負担対象額の１２分の１に相当する額を負担すること （高齢。

者の医療の確保に関する法律第９８条関係）

オ 国は、後期高齢者医療の財政に与える影響が著しい額以上の高額な医療に

関する給付に要する費用のうち後期高齢者の保険料等で負担する額 以下 高（ 「

額医療費負担対象額 という の４分の１に相当する額を負担すること 高」 。） 。（

齢者の医療の確保に関する法律第９３条第２項関係）

カ 都道府県は、高額医療費負担対象額の４分の１に相当する額を負担するこ

と （高齢者の医療の確保に関する法律第９６条第２項関係）。

キ 市町村は、一般会計から、後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところ

により所得の少ない者について保険料を減額した額及び健康保険法等の規定

による被扶養者であった者について保険料を減額した額（２年間に限る ）。

について、市町村の特別会計に繰り入れることとし、都道府県は、繰入金の

４分の３に相当する額を負担すること （高齢者の医療の確保に関する法律。

第９９条関係）

(2) 後期高齢者交付金

ア 後期高齢者医療の負担対象額に一から後期高齢者負担率及び１００分の５

０を控除した率を乗じた率並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を
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控除した率を乗じた額の合計額（ 保険納付対象額」という ）については、「 。

後期高齢者交付金を充てること （高齢者の医療の確保に関する法律第１０。

０条第１項関係）

イ 平成２０年度及び平成２１年度の後期高齢者負担率は１００分の１０とす

ること （高齢者の医療の確保に関する法律第１００条第２項関係）。

ウ 平成２２年度以降の後期高齢者負担率は、１００分の１０に、①に掲げる

率に②に掲げる率を乗じた率の２分の１に相当する率を加えた率を基礎とし

て、２年ごとに改定すること （高齢者の医療の確保に関する法律第１００。

条第３項関係）

① 平成２０年度における保険納付対象額を療養の給付等に要する費用の額

で除した率

② 平成２０年度におけるすべての保険者の加入者総数から改定年度のすべ

ての保険者の加入者総数を控除した数を、平成２０年度におけるすべての

保険者の加入者総数で除した率

(3) 保険料

ア 保険料は、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率で

あることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で

定めること。ただし、離島その他の地域については、別に後期高齢者医療広

域連合の条例で定めることができること （高齢者の医療の確保に関する法。

律第１０４条第２項関係）

イ 保険料率は、療養の給付等に要する費用の予想額等に照らし、おおむね２

年を通じ財政の均衡を保つことができるものであること （高齢者の医療の。

確保に関する法律第１０４条第３項関係）

ウ 市町村による保険料の徴収は、特別徴収（老齢等年金給付の支払いをする

年金保険者に保険料を徴収させ、納付させることをいう ）の方法によるほ。

か、普通徴収の方法によること （高齢者の医療の確保に関する法律第１０。

７条関係）

(4) 財政安定化基金

都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資する事業に充てるため、財

政安定化基金を設けること （高齢者の医療の確保に関する法律第１１６条第。

１項関係）

(5) 保険者の後期高齢者支援金等

ア 支払基金は、年度ごとに保険者から後期高齢者支援金等を徴収すること。

保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負うこと （高齢者の医療。

の確保に関する法律第１１８条関係）

イ 後期高齢者支援金の額は、保険納付対象額を加入者総数で除した額に保険

者ごとの加入者数を乗じた額に後期高齢者支援金調整率を乗じた額とするこ

と （高齢者の医療の確保に関する法律第１２０条第１項等関係）。

ウ 後期高齢者支援金調整率は、特定健康診査等の実施及びその成果に係る目

標の達成状況等を勘案して１００分の９０から１００分の１１０の範囲内で
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政令で定めるところにより算定すること （高齢者の医療の確保に関する法。

律第１２０条第２項等関係）

６ その他

(1) 都道府県は政令で定める日までの間、病床転換助成事業を行うこと （高齢。

者の医療の確保に関する法律附則第２条～第１０条関係）

(2) 平成２０年度から２４年度までの間の後期高齢者支援金調整率は、１００分

の１００とすること （高齢者の医療の確保に関する法律附則第１５条関係）。

第７ 国民健康保険法の一部改正（公布日施行）

一 保険料の徴収について、市町村の判断により私人に委託できることとすること。

（国民健康保険法第８０条の２関係）

二 保険者を支援するための制度に関する事項

低所得者の数に応じて保険者を財政的に支援するための制度を継続し、平成１８

年度から２１年度までの間行うこと （国民健康保険法附則第１２項～第１４項関。

係）

三 高額医療費共同事業に関する事項

国民健康保険団体連合会が高額な医療に関する給付の発生による国民健康保険の

財政に与える影響を緩和するため、市町村から拠出金を徴収し、市町村に対して高

額な医療に関する給付に係る交付金を交付する高額医療費共同事業を継続し、平成

１８年度から２１年度までの間行うこと （国民健康保険法附則第１６項等関係）。

第８ 国民健康保険法の一部改正（平成１８年１０月１日施行）

一 保険給付に関して、健康保険法と同様の改正を行うこと （国民健康保険法第３。

６条第２項等関係）

二 一定以上の所得を有する７０歳以上の者について、療養の給付に係る一部負担金

の割合を３割とすること （国民健康保険法第４２条第１項関係）。

三 保険財政共同安定化事業に関する事項

国民健康保険団体連合会は、国民健康保険の財政の安定化を図るため、市町村か

ら拠出金を徴収し、市町村に対して政令で定める額以上の医療に要する費用を市町

村が共同で負担することに伴う交付金を交付する事業を平成１８年度から２１年度

までの間行うこと （国民健康保険法附則第１６項第１号等関係）。

第９ 国民健康保険法の一部改正（平成１９年４月１日施行）

一 国民健康保険組合の合併による地区拡張に係る規約の変更を都道府県知事への届

出制にすること （国民健康保険法第２７条第２項関係）。

二 国民健康保険団体連合会の役員及び職員にも職務上の秘密保持義務を課するこ

と （国民健康保険法第１２１条関係）。

第１０ 国民健康保険法の一部改正（平成２０年４月１日施行）

一 被保険者に関する事項
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高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は国民健康保険の被保険

者としないこと （国民健康保険法第６条関係）。

二 保険給付に関する事項

１ 一部負担金に関すること

６歳に達する日の属する月以後の最初の３月３１日以前の被保険者の療養の給

付に係る一部負担金の割合を２割とすること。７０歳以上の被保険者（一定以上

の所得を有する者を除く ）については２割とすること （国民健康保険法第４２。 。

条第１項関係）

２ 新たに高額介護合算療養費を支給すること （国民健康保険法第５７条の３関。

係）

三 費用の負担に関する事項

１ 国の負担に関すること

(1) 国が負担する組合が行う国民健康保険の事務の執行に要する費用に、前期高

齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用

を含めること （国民健康保険法第６９条関係）。

(2) 国が市町村に対してその一部を負担する費用の対象に、前期高齢者納付金及

び後期高齢者支援金を含めること （国民健康保険法第７０条関係）。

(3) 国及び都道府県は、市町村に対して、特定健康診査等に要した費用の３分の

１に相当する額を負担すること （国民健康保険法第７２条の５関係）。

(4) 国が国保組合に対して補助できる費用の対象に、前期高齢者納付金及び後期

高齢者支援金を含めること （国民健康保険法第７３条関係）。

２ 保険料に関すること

(1) 保険料を充てる国民健康保険事業に要する費用に、前期高齢者支援金等及び

後期高齢者支援金等の納付に要する費用を含めること （国民健康保険法第７。

６条関係）

(2) 市町村が行う保険料の徴収については、特別徴収（老齢等年金給付の支払い

をする者に保険料を徴収させ、納入させることをいう ）の方法による場合を。

除くほか、普通徴収の方法によらなければならないこと。特別徴収の方法等に

関して必要な規定を設けること （国民健康保険法第７６条の３等関係）。

四 その他

１ 平成２６年度までの間に退職被保険者等に該当する者に係る被用者保険等保険

者からの拠出金に関する規定を附則に置くこと （国民健康保険法附則第６条～。

第２１条関係）

２ 特定健康診査及び特定保健指導の義務化等を踏まえ、保険者の役職員は、国民

健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしてはならないこととし、違反

して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処するこ

と （国民健康保険法第１２０条の２関係）。

第１１ 地方税法の一部改正（平成２０年４月１日施行）

一 国民健康保険税を充てる国民健康保険に要する費用に、前期高齢者納付金等及び
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後期高齢者支援金等の納付に要する費用を含めること （地方税法第７０３条の４。

等関係）

二 老齢等年金給付の支払を受けている６５歳以上の国民健康保険の被保険者である

世帯主に対して課する国民健康保険税を原則特別徴収の方法によって徴収するもの

とするほか、特別徴収の方法等に関して必要な規定を設けること （地方税法第７。

０６条第２項等関係）

第１２ 船員保険法の一部改正

一 保険給付に関する事項について、健康保険法と同様の改正を行うこと （平成１。

８年１０月１日施行）

二 葬祭料等に関する経過措置（平成１８年１０月１日施行）

葬祭料及び家族葬祭料に係る改正後の規定は、死亡日が平成１８年１０月１日以

後の者について適用し、死亡日が平成１８年１０月１日前である者については、従

前の例によること （法附則第４７条関係）。

三 標準報酬等に関する事項について、健康保険法と同様の改正を行うこと （平成。

１９年４月１日施行）

四 保険給付に関する事項（平成１９年４月１日施行）

、 。１ 傷病手当金及び出産手当金の額について 健康保険法と同様の改正を行うこと

（船員保険法第３０条第２項第３号関係）

２ 疾病任意継続被保険者に対する傷病手当金について、疾病任意継続被保険者の

資格を取得し１年以内に発した傷病に限定すること （船員保険法第３０条第３。

項関係）

３ 出産手当金の支給対象から疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者の

資格喪失後６ヶ月以内に出産した者を除くこと （船員保険法第１９条ノ３第４。

項及び第３２条ノ４関係）

五 経過措置（平成１９年４月１日施行）

１ 傷病手当金に関する事項

(1) 平成１９年４月１日前までの傷病手当金の額は、標準報酬日額の６割に相当

する額とすること （法附則第５０条第２項）。

(2) 平成１９年４月１日の前日のおいて傷病手当金を受けていた者又は受けべ

き者である疾病任意継続被保険者については、平成１９年４月１日以後も傷病

手当金を支給することとし、疾病任意継続被保険者の資格を取得し１年以内に

発した傷病により支給事由が生じた傷病手当金の額は、標準報酬日額の３分の

２に相当する額とし、疾病任意継続被保険者の資格を取得し１年経過し発した

傷病により支給事由が生じた疾病任意継続被保険者については、標準報酬日額

の６割に相当する額とすること （法附則第５０条第１項）。

２ 出産手当金に関する事項

(1) 平成１９年４月１日前までの出産手当金の額は、標準報酬日額の６割に相当

する額とすること （法附則第５１条第１項）。

(2) 平成１９年４月１日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受
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けるべき者である疾病任意継続被保険者については、平成１９年４月１日以後

も出産手当金を支給することとし、支給事由が生じた後に疾病任意継続被保険

者となった者については、その額は、標準報酬日額の３分の２に相当する額と

し、支給事由が生じた際に疾病任意継続被保険者であった者については、その

額は、標準報酬日額の６割に相当する額とすること （法附則第５１条第２項。

及び第３項）

六 被保険者及び被扶養者、保険給付、一部負担金及び保険料に関する事項等につい

て、健康保険法と同様に改正を行うこと。したがって、後期高齢者医療の被保険者

である被保険者の保険料については、職務外疾病に相当する保険料を徴収しないこ

と （平成２０年４月１日施行）。

第１３ 社会保険医療協議会法の一部改正（一は平成１８年１０月１日施行、二～七は

平成１９年３月１日施行）

一 中央社会保険医療協議会（以下「中央協議会」という ）の所掌事務に、入院時。

生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を追加する等の規定の整

備を行うこと （社会保険医療協議会法第２条関係）。

二 中央協議会及び地方社会保険医療協議会（以下「地方協議会」という ）の委員。

について、保険者、被保険者、事業主等を代表する委員は７名、医師、歯科医師及

び薬剤師を代表する委員は７名、公益を代表する委員は６名とすること （社会保。

険医療協議会法第３条第１項関係）

三 保険者等を代表する委員並びに医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員の任命

についての各関係団体の推薦に係る規定を廃止すること。

四 厚生労働大臣は、保険者等を代表する委員の任命に当たっては医療に要する費用

を支払う者の立場を適切に代表し得ると認められる者の意見に、医師、歯科医師及

び薬剤師を代表する委員の任命に当たっては地域医療の担い手の立場を適切に代表

し得ると認められる者の意見に、それぞれ配慮すること （社会保険医療協議会法。

第３条第４項関係）

五 中央協議会の公益を代表する委員は、会議の日程及び議題その他の中央協議会の

運営に関する事項について協議を行い、中央協議会の保険者等を代表する委員並び

に医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員は、その協議の結果を尊重するものと

すること （社会保険医療協議会法第８条第１項関係）。

六 中央協議会が、診療報酬等に係る答申又は建議を行う場合には、あらかじめ中央

協議会の公益を代表する委員が診療報酬等の実施の状況について検証を行い、その

結果を公表するものとすること （社会保険医療協議会法第８条第２項関係）。

七 その他所要の規定の整備を行うこと。

第１４ 介護保険法の一部改正（一及び二は平成２０年４月１日施行、三は平成２４年

４月１日施行）

一 介護保険の利用者負担額及び健康保険等の療養の給付に係る一部負担金等の額

（それぞれ高額介護サービス費等又は高額療養費が支給される場合には当該支給額
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を控除して得た額）の合計額が著しく高額であるときは、高額医療合算介護サービ

ス費を支給すること （介護保険法第５１条の２等関係）。

二 厚生労働大臣は、介護保険法に規定する基本指針を定めるに当たっては、医療に

要する費用の適正化及び良質かつ効率的な介護サービスの確保の観点から高齢者の

医療の確保に関する法律附則に規定する病床の転換が円滑に行われるよう、介護保

険施設等の入所定員の増加について適切に配慮すること （介護保険法附則第７条。

関係）

三 介護療養型医療施設を平成２４年３月３１日をもって廃止すること。

第１５ 健康増進法の一部改正（平成２０年４月１日施行）

これまで老人保健法に基づき市町村が実施してきた健康教育、健康相談等の事業を

健康増進法に基づく健康増進事業として位置付けるため、市町村は、住民に対する生

活習慣相談、保健指導及びこれらに付随する業務を実施することに加え、これら以外

の健康増進事業の実施に努めるものとする等所要の改正を行うこと。

第１６ 経過措置等

一 高齢者医療制度については、制度の実施状況、保険給付に要する費用の状況、社

会経済の情勢の推移等を勘案し、施行後５年を目途としてその全般に関して検討が

加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられ

るべきものとすること （法附則第２条第２項関係）。

二 政府は、入所者の状態に応じてふさわしいサービスを提供する観点から、介護老

人保健施設及び介護老人福祉施設の基本的な在り方並びにこれらの施設の入所者に

対する医療の提供の在り方の見直しを検討するとともに、介護保険施設等の設備及

び運営に関する基準並びに利用者負担の在り方等について検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるとともに、地域における適切な保健医療サービス及び

福祉サービスの提供体制の整備の支援に努めるものとすること （法附則第２条第。

３項関係）

三 経過措置

所要の経過措置を設けること。

四 関係法律の整理等

、１ 国家公務員共済組合その他の共済組合各法につき、健康保険法の改正に準じて

所要の改正を行うこと。

２ その他関係法律について、所要の改正を行うこと。
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